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(54)【発明の名称】 エレクトロルミネセンスのアクティブマトリクス表示装置

(57)【要約】
エレクトロルミネセンスのアクティブマトリクス表示装
置（２）は、行（６）及び列（８）に配置された表示画
素（４）のアレイを具えている。各画素（４）は電流駆
動されるエレクトロルミネセンスの表示素子（10）を
具えている。各行（６）の画素（４）は共通ライン（2
0）を共有しており、１つの行（６）の画素の表示素子
（10）を流れる電流がこの共通ライン（20）を通っ
て流れる。各共通ライン（20）の幅には一方の端部（
20ａ）から他方の端部（20ｂ）へテーパーが付され
ており、共通ライン（20）は、幅広な端部（20ａ）
において行駆動回路に結合されている。従って、共通ラ
インの抵抗値は行駆動回路付近の共通ラインの端部にお
いて減少され、この端部に流れる電流は１つの行のすべ
ての画素から生じる。これによって、本発明は、１つの
行内の画素間のクロストークの原因となる共通ラインに
沿って生じる電圧降下を減少させる。
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【特許請求の範囲】

【請求項１】  行及び列に配置された表示画素のアレイを有するエレクトロルミ

ネセンスのアクティブマトリクス表示装置であって、これら表示画素の各々が、

エレクトロルミネセンスの表示素子と、この表示素子に流れる電流を、前記表示

画素に印加される信号電圧に基づいて制御するスイッチング手段とを有し、各行

の前記表示画素が共通ラインを共有し、１つの行の前記表示画素の前記表示素子

に流れる電流がこの共通ラインを通って流れるようになっており、各共通ライン

の幅に、一方の端部から他方の端部へ向かってテーパーが付されており、前記共

通ラインが、幅広な端部において行駆動回路に結合されている表示装置。

【請求項２】  請求項１に記載の表示装置であって、順次の行の共通ラインに互

いに反対方向のテーパーが付されている表示装置。

【請求項３】  請求項２に記載の表示装置であって、前記表示画素の行の両端に

、第１及び第２行駆動回路が設けられている表示装置。

【請求項４】  請求項１～３のいずれか一項に記載の表示装置であって、前記共

通ラインが基板上に配置され、これら共通ライン上に前記表示画素が配置され、

これら表示画素が前記基板の側とは反対側から光を放出するようになっている表

示装置。
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【発明の詳細な説明】

【０００１】

  本発明は、行及び列に配置されたエレクトロルミネセンス表示画素のアレイを

有しているエレクトロルミネセンスのアクティブマトリクス表示装置に関するも

のである。本発明は特に、行の画素が共通ラインを共有し、行の表示素子を通る

電流が共通ラインを流れるようになっている表示装置に関するものである。

【０００２】

  エレクトロルミネセンス発光表示素子を用いているマトリクス表示装置は周知

である。これら表示素子は、例えば重合体材料を用いている有機の薄膜エレクト

ロルミネセンス素子、又は、従来のIII－Ｖ族半導体化合物を用いている発光ダ

イオード（ＬＥＤ）を有することができる。有機エレクトロルミネセンス材料、

特に重合体材料における最近の開発によって、これらの材料がビデオ表示装置に

実際に用いうることが明らかになっている。これらの材料は代表的に、一対の電

極間に挟み込まれた半導体共役重合体の１つ以上の層を有し、これら電極の一方

は透明で、他方は、正孔又は電子を重合体層中に注入するのに適した材料より成

っている。このような材料の一例は、文献“Applied Physics Letters”58（18

）第1982～1984頁（1991年５月６日）の論文（D.Braun及びA.J.Heeger氏著）に

記述されている。

【０００３】

  重合体材料層は、ＣＶＤ（化学蒸着）処理を用いて、或いは、単に可溶性共役

重合体の溶液を用いるスピンコーティング技術により形成しうる。

  有機のエレクトロルミネセンス材料はダイオードのようなＩ－Ｖ（電流－電圧

）特性を呈するので、これら材料は表示機能及びスイッチング機能の双方を具え

ることができ、従ってパッシィブ形表示装置に用いうる。

【０００４】

  しかし、本発明は、各画素が表示素子と、この表示素子に流れる電流を制御す

るスイッチング装置とを具えているアクティブマトリクス表示装置に関するもの

である。エレクトロルミネセンスのアクティブマトリクス表示装置の例は欧州特

許出願公開第0653741 号明細書及び米国特許第5670792 号明細書に記述されてい
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るも、これらの内容を参考のために記載する。

【０００５】

  この種類の表示装置の場合、これら表示装置が電流駆動表示素子を有するとい

う事実から問題が生じる。本発明が関連する種類の表示装置は、１つの行のすべ

ての画素からの電流が流れる共通ラインを具えている。１つの行の画素からの電

流が合成されることによって、共通ラインに沿って異なる電圧を生じる。これら

の電圧は、１つの行のすべての画素を流れる電流に依存する。その理由は、これ

ら電流すべてが共通ラインへ流れるからである。これらの異なる電圧は、表示画

素からの出力に不所望な変化を生じさせ、これら出力は、行に供給される信号の

組全体の関数として変化する。その結果、１つの行内の画素間でクロストークが

生じる。

【０００６】

  本発明によれば、行及び列に配置された表示画素のアレイを有するエレクトロ

ルミネセンスのアクティブマトリクス表示装置であって、これら表示画素の各々

が、エレクトロルミネセンスの表示素子と、この表示素子に流れる電流を、前記

表示画素に印加される信号電圧に基づいて制御するスイッチング手段とを有し、

各行の前記表示画素が共通ラインを共有し、１つの行の前記表示画素の前記表示

素子に流れる電流がこの共通ラインを通って流れるようになっており、各共通ラ

インの幅に、一方の端部から他方の端部へ向かってテーパーが付されており、前

記共通ラインが、幅広な端部において行駆動回路に結合されている表示装置を提

供する。

【０００７】

  共通ラインをくさび形にすることによって、共通ラインの抵抗値を、行駆動回

路付近の共通ラインの端部において著しく減少させることができる。共通ライン

のこの端部に流れる電流は１つの行内のすべての画素から生じ、従って、この端

部では電圧降下が最も大きい。

【０００８】

  順次の行の共通ラインには互いに反対方向のテーパーを付し、これによって、

くさび形共通ラインの指合パターンを規定するのが好ましい。この場合、第１及
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び第２行駆動回路を画素の行の両端に設けることができる。

【０００９】

  共通ラインは基板上に配置し、この共通ライン上に表示画素を配置し、これら

表示画素が基板の側とは反対側から光を放出するようにするのが好ましい。この

場合、共通ラインのテーパー形状は表示画像でのいかなる視覚的なアーティファ

クトにもならず、表示画素を同じ寸法の画素の規則的なアレイとして配置するこ

とができる。

【００１０】

  ここで、本発明を、添付図面中に示す例によって説明する。

  図１に、エレクトロルミネセンスのアクティブマトリクス表示装置用の既知の

画素構成を示す。種々のエレクトロルミネセンス表示装置が既知であり、電流制

御エレクトロルミネセンス又は発光ダイオード表示素子を用いている。このよう

な表示装置の構成の一例は米国特許第5670792 号明細書に詳述されている。

【００１１】

  図１に線図的に示すように、表示装置２は、行６及び列８に配置されている画

素４のアレイを有する。各画素４は、表示素子10と、薄膜トランジスタの形態を

しているスイッチング素子12とを具え、このスイッチング素子は、画素４に印加

される信号電圧に基づいて表示素子10の動作を制御する。一例として表示素子10

は、一対の電極を具える有機発光ダイオードを有し、これら一対の電極間には、

有機エレクトロルミネセンス材料より成る１つ以上のアクティブ層が挟み込まれ

ている。電極の少なくとも一方はＩＴＯのような透明材料をもって構成されてい

る。種々のエレクトロルミネセンス材料が得られ、例えば欧州特許出願公開第07

17446 号明細書に記載されている。

【００１２】

  画素に対する信号電圧は制御信号ライン14を介して生ぜしめられ、この制御信

号ラインはそれぞれの列８の画素間で共有されている。制御信号ライン14は、ア

ドレストランジスタ16を介してスイッチングトランジスタ12のゲートに結合され

ている。行６の画素のアドレストランジスタ16のゲートは共に、共通のアドレス

ライン18に結合されている。
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【００１３】

  各行６の画素４は、すべての画素を被覆している連続的な共通電極として通常

設けられている共通電圧供給ライン20と、共通信号ライン22とをも共有している

。表示素子10及びスイッチング素子12は電圧供給ライン20と共通信号ライン22と

の間に直列に配置されており、この共通信号ライン22は、矢印24で示すように、

表示素子10に流れる電流に対する電流ドレインとして作用する。表示素子10に流

れる電流はスイッチング素子12によって制御され、このスイッチングトランジス

タ12のゲート電圧の関数となっており、このゲート電圧は、制御信号ライン14に

供給される制御信号に依存している。

【００１４】

  それぞれの行の画素のアドレストランジスタ16をスイッチオンする選択パルス

をアドレスライン18に供給することによって画素の行が選択される。ビデオ情報

から得られる電圧レベルが制御信号ライン14に供給され、アドレストランジスタ

16によってスイッチングトランジスタ12のゲートへ伝達される。画素の行がアド

レスライン18によってアドレスされていない期間中、アドレストランジスタ16は

ターンオフされるが、スイッチングトランジスタ12のゲート電圧は、スイッチン

グトランジスタ12のゲートと共通信号ライン22との間に接続されている画素蓄積

キャパシタ26によって維持される。スイッチングトランジスタ12のゲートと共通

信号ライン22との間の電圧は、画素４の表示素子10に流れる電流を決定する。従

って、表示素子を流れる電流はスイッチングトランジスタ12のゲート－ソース電

圧の関数である（スイッチングトランジスタ12のソースは共通信号ライン22に接

続され、スイッチングトランジスタ12のドレインは表示素子10に接続されている

）。この表示素子を流れる電流は画素の光出力を制御する。

【００１５】

  スイッチングトランジスタ12は、飽和状態で動作するように配置され、ゲート

－ソース電圧は、ドレイン－ソース電圧に関係なく、スイッチングトランジスタ

に流れる電流を制御するようになっている。この結果、ドレイン電圧のわずかな

変化は、表示素子10に流れる電流に影響を及ぼさない。従って、電圧供給ライン

20の電圧は画素の正確な動作に重要でない。しかし、スイッチングトランジスタ
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12のソースを互いに結合している共通信号ライン22の電圧変動は、制御信号ライ

ン14の所定の制御電圧に対して表示素子10に流れる電流に影響を及ぼす。

【００１６】

  従って、共通信号ライン22の抵抗値が、この共通信号ラインに沿って、個々の

画素４から共通信号ラインに供給される電流の関数である電圧降下を生じるとい

う問題が起こる。異なる画素の位置における共通信号ライン22の電圧は、行のす

べての画素を通る電流に複雑に依存している。スイッチングトランジスタ12のゲ

ート－ソース電圧は、当該の画素の位置における共通信号ライン22の電圧に依存

するので、これらの電圧の変化は画素の輝度に影響を及ぼす。この結果、ディス

プレイ上に現われる画像情報に不均一な水平方向のクロストークが生じる。この

ことを、図２を参照して更に説明する。

【００１７】

  図２に、図示の画素と関連する電流ｉ1 ，ｉ2 ，…ｉn を有する共通信号ライ

ン22を示す。これら電流は、画素に流れる電流である。電流の和が、図示のよう

に各画素の位置において生じ、隣接する画素間の共通信号ライン22の各区分に沿

って生じる電圧降下が、各区分に流れる電流の関数となっている。

【００１８】

  図３に、本発明による表示装置を示す。画素４の各行６は、この行６の表示素

子を通る電流が流れる対応の共通ライン20を有する。各共通ライン20の幅には、

一方の端部20ａから他方の端部20ｂへ向かってテーパーが付されている。各行の

共通ライン20は、幅広な端部20ａにおいて行駆動回路に結合されている。

【００１９】

  共通ライン20は以後、行導体と称する。テーパーが付された本発明の行導体の

構成は行導体の幅広な端部において抵抗値を減少させるものである。行導体が幅

広な端部において行駆動回路に接続されているので、行駆動回路が、（図１の）

２つの共通ライン20及び22を用いて駆動電流を供給及び取り入れる際に、この幅

広な端部で最大電流が流れる。

【００２０】

  図３では、順次の行導体に互いに反対方向のテーパーが付されている。このこ
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とは、第１及び第２行駆動回路を画素の行の両端に設けることを必要とする。そ

の理由は、行駆動回路が行導体20の幅広な端部20ａに接続されるためである。

【００２１】

  テーパー方向を交互に異ならせることによって、行導体が基板領域の大部分を

占めるようにもする。行導体には所望の接続のみを行なう必要があり、この目的

のために、各画素４と行導体20との間の接触点30を図３に線図的に示してある。

当業者にとって明らかなように、これら接触点は、行導体20を規定する導電体層

を被覆している絶縁体層内にエッチング形成された孔のアレイとして設けること

ができる。

【００２２】

  これにより、共通ラインを、共通基板上であって表示画素の構成要素の下に配

置することができる。従って、表示画素は、光を基板側とは反対側に放出するよ

うに配置することができる。このことによって、テーパーが付された行導体の構

成が表示画像のいかなる歪みをも生ぜしめないようにする。しかし、透明な行導

体を設け、表示画素を、基板を通して光を放出するように配置することも同様に

できる。

【００２３】

  画素の構成要素が行導体を被覆する必要がある場合に、大きな行導体を用いる

には、従来用いられている層に追加する層を必要する。しかし、本発明は、テー

パー角度を比較的小さくする、例えば、行導体の幅広端部の幅を、幅狭端部の幅

の２倍にするという利点を有する。このことは、従来の画素配列に用いられる層

及び処理工程を著しく変更することなく、且つ、エレクトロルミネセンス表示素

子の面積のいかなる減少をも必要とせずに実施することができる。

【００２４】

  図３では、各画素４を線図的なボックスとして表わしてある。各画素４は、図

１を参照して説明した構成要素と同一の構成要素を具えていること明らかである

。図面を明瞭とするために、図３では他の制御ライン18及び22は示していないが

、これら制御ラインは、図３の画素回路にとって同様に必要なものである。もち

ろん、画素は種々の他の構成にしうることは当業者にとって明らかである。本発
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明の行導体の構成は、各行の画素が、この行のすべての画素から電流を流す共通

信号ラインを共有するいかなる画素配置にも有利に用いられる。

【００２５】

  エレクトロルミネセンスの画素を用いた表示装置を製造するための正確なレイ

アウト及び処理条件の詳細は記述していない。本発明は、既知の処理をわずかに

変更して実施することができ、本発明を実行するために従来の画素構成に必要と

されるいかなる変更も当業者にとって明らかであろう。

【図面の簡単な説明】

【図１】  本発明を適用しうるエレクトロルミネセンスのアクティブマトリクス

表示装置の一部分を示す。

【図２】  共通信号ラインから生じるクロストークを説明するために、エレクト

ロルミネセンスの表示画素の行を流れる電流を線図的に示す。

【図３】  本発明による表示装置を示す。
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【図１】
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【図３】
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【国際調査報告】
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